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は じ め に  

平 成 30 年 に 、 国 及 び 地 方 公 共 団 体 の 多 く の 機 関 に お い て 、 障 害 者
雇 用 率 制 度 の 対 象 障 害 者 の 不 適 切 な 計 上 が あ り 、 本 市 に お い て も 再 点
検 を 行 っ た と こ ろ 、 法 定 雇 用 率 を 達 成 し て い な い 状 況 で あ っ た こ と が
明 ら か と な り ま し た 。 こ の よ う な 中 、 平 成 30 年 11 月 に は 国 に お い て
「 公 務 部 門 に お け る 障 害 者 雇 用 に 関 す る 基 本 方 針 」 が 策 定 さ れ 、 地 方
公 共 団 体 に お い て も 、 法 定 雇 用 率 の 達 成 に 向 け た 計 画 的 な 取 組 と あ わ
せ て 、 障 害 者 の 活 躍 の 場 の 拡 大 に 向 け た 取 組 を 着 実 に 進 め て い く 必 要
の あ る こ と が 示 さ れ ま し た 。  

ま た 、 令 和 元 年 6 月 に は 障 害 者 雇 用 促 進 法 が 改 正 さ れ 、 障 害 者 の 雇
用 を 一 層 促 進 す る た め 、 地 方 公 共 団 体 が 自 ら 率 先 し て 障 害 者 を 雇 用 す
る 責 務 が 明 ら か に さ れ る と と も に 、 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 障 害 者 活 躍
推 進 計 画 作 成 指 針 に 即 し て 障 害 者 活 躍 推 進 計 画 を 作 成 し 、 公 表 す る こ
と と さ れ ま し た 。  

本 計 画 は 、 以 上 の 経 緯 を 踏 ま え て 、 障 害 者 雇 用 促 進 法 に 基 づ く 障 害
者 活 躍 推 進 計 画 と し て 策 定 し た も の で す 。 ⺠ 間 の 事 業 主 に 対 し て 率 先
垂 範 す る 観 点 か ら も 、 本 計 画 に 基 づ い て 、 障 害 者 の 活 躍 の 場 の 拡 大 に
向 け た 取 組 を 着 実 に 推 進 し て ま い り ま す 。  

 
 
 

令 和 ２ 年 ４ 月  
                   ⾼ 崎 市 ⻑  
                   ⾼ 崎 市 議 会 議 ⻑  
                   ⾼ 崎 市 選 挙 管 理 委 員 会  
                   ⾼ 崎 市 代 表 監 査 委 員  
                   ⾼ 崎 市 農 業 委 員 会  
                   ⾼ 崎 市 教 育 委 員 会  
                   ⾼ 崎 市 上 下 水 道 事 業 管 理 者  
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Ⅰ  基 本 的 事 項  

 

１  策 定 の 趣 旨  

 
こ の 計 画 は 、 障 害 者 雇 用 促 進 法 に 基 づ き 、 職 員 の 採 用 を 一 体 的 に 行 っ

て い る 各 機 関 （ 市 ⻑ 部 局 、 市 議 会 事 務 局 、 選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局 、 監 査
委 員 事 務 局 、 農 業 委 員 会 事 務 局 、 教 育 委 員 会 、 上 下 水 道 事 業 ） が 互 い に
連 携 し て 、 本 市 に お け る 障 害 者 の 活 躍 推 進 に 向 け た 取 組 を 推 進 し て い く
た め 、 各 任 命 権 者 が 連 名 で 策 定 す る も の で す 。  

  な お 、障 害 者 雇 用 率 制 度 に 基 づ く 障 害 者 雇 用 の 義 務 を 有 す る 市 ⻑ 部 局 、
教 育 委 員 会 、 上 下 水 道 事 業 を 除 く そ の 他 の 機 関 の 取 組 に つ い て は 、  

 「 Ⅴ  他 の 機 関 の 取 組 」 に お い て 定 め る と こ ろ に よ る も の と し ま す 。  
  

２  計 画 期 間  

 
  令 和 2 年 度 か ら 令 和 6 年 度 ま で の 5 年 間 を 計 画 期 間 と し ま す 。  
  な お 、 計 画 に 基 づ く 取 組 の 実 施 の 状 況 を 踏 ま え 、 必 要 に 応 じ て 計 画 の

見 直 し を 行 い ま す 。  
 

３  周 知 及 び 公 表  

 
  計 画 の 策 定 又 は 変 更 を 行 っ た と き は 、 全 庁 掲 示 版 へ の 掲 載 や 各 種 研 修

等 に よ り 、 職 員 へ の 周 知 を 図 る と と も に 、 本 市 ホ ー ム ペ ー ジ へ の 掲 載 に
よ り 公 表 し ま す 。  

  ま た 、 計 画 に 基 づ く 取 組 の 実 施 状 況 に つ い て も 、 毎 年 度 、 本 市 ホ ー ム
ペ ー ジ へ の 掲 載 に よ り 公 表 し ま す 。  
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Ⅱ  障 害 者 雇 用 に 関 す る 課 題  

 

本 市 で は 、 障 害 者 の 雇 用 を 確 保 す る こ と を 目 的 と し て 、 平 成 22 年 度
か ら 障 害 者 を 対 象 と し た 正 規 職 員 の 採 用 試 験 を 継 続 的 に 実 施 し て き ま
し た 。  

し か し な が ら 、 平 成 30 年 に お い て 、 過 去 に 行 っ た 障 害 者 任 免 状 況 通
報 の 内 容 に つ い て 厚 生 労 働 省 の 定 め る ガ イ ド ラ イ ン に 沿 っ て 再 点 検 を
し た と こ ろ 、 障 害 者 の 範 囲 に 誤 り が 見 ら れ 、 法 定 雇 用 率 が 未 達 成 で あ っ
た こ と が 明 ら か と な り ま し た 。  

こ の た め 、 早 期 の 法 定 雇 用 率 の 達 成 を 目 指 し て 積 極 的 な 採 用 活 動 を 行
う こ と と し 、令 和 元 年 度 に は 、正 規 職 員 に 加 え て 嘱 託 職 員 の 区 分 に よ り 、
障 害 者 を 対 象 と し た 採 用 試 験 を 実 施 し ま し た 。  

一 方 で 、 公 務 に お け る 障 害 者 の 活 躍 は 、 職 員 に 対 す る ノ ー マ ラ イ ゼ ー
シ ョ ン （ 障 害 者 を 特 別 視 す る の で は な く 、 普 通 の 生 活 が 送 れ る よ う 条 件
を 整 え る こ と で 、 一 般 社 会 の 中 で 共 に 生 き る 社 会 こ そ が 本 来 の 望 ま し い
姿 で あ る と す る 考 え 方 ） の 理 念 の 浸 透 に つ な が り 、 誰 も が 働 き や す い 職
場 づ く り や 行 政 サ ー ビ ス の 向 上 の 観 点 か ら も 大 切 で あ る と 言 え ま す 。  

こ れ ら を 踏 ま え 、 本 市 に お い て 障 害 者 の 活 躍 を 推 進 す る た め に は 、 法
定 雇 用 率 の 達 成 に と ど ま ら ず 、 障 害 者 の 採 用 を 継 続 的 に 行 う と と も に 職
場 へ の 定 着 を 図 り 、 障 害 の あ る 職 員 一 ⼈ ひ と り が 、 市 ⺠ サ ー ビ ス の 担 い
手 と し て そ の 能 力 を 有 効 に 発 揮 で き る 職 場 を 目 指 す こ と が 必 要 で あ り 、
同 僚 や 上 司 の 理 解 促 進 、 キ ャ リ ア 形 成 、 職 業 生 活 を 支 援 す る 体 制 づ く り
な ど の 取 組 を 不 断 に 実 施 し て い か な け れ ば な り ま せ ん 。  
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Ⅲ  目 標  

 

１  採 用 に 関 す る 目 標  

 
  障 害 者 の 採 用 を 積 極 的 に 行 い 、 各 機 関 に お け る 計 画 期 間 の 最 終 年 度 の

６ 月 １ 日 時 点 の 障 害 者 雇 用 率 に つ い て 、 次 の と お り 目 標 値 を 設 定 し ま す 。 
 

 現 状 値  
（ 令 和 元 年 6 月 1 日 時 点 ） 

目 標 値  
（ 令 和 6 年 6 月 1 日 時 点 ） 

市 ⻑ 部 局  2.09％ （ 2.5％ ）  2.6％ 以 上 （ 2.6％ ）  
教 育 委 員 会  1.74％ （ 2.4％ ）  2.5％ 以 上 （ 2.5％ ）  
上 下 水 道 事 業  2.29％ （ 2.5％ ）  2.6％ 以 上 （ 2.6％ ）  

  ※ 表 中 括 弧 内 の 数 値 は 、現 状 値 及 び 目 標 値 の 各 時 点 に お け る 法 定 雇 用 率 を 示 す 。 

 
（ 評 価 方 法 ）  

各 機 関 に お い て 障 害 者 雇 用 促 進 法 第 40 条 に 基 づ く 任 免 状 況 通 報
に よ り 進 捗 管 理 を 行 う こ と と し ま す 。  

 

２  定 着 に 関 す る 目 標  

 
各 機 関 に お い て 、 不 本 意 な 離 職 者 を 極 力 生 じ さ せ な い こ と と し ま す 。  

 
（ 評 価 方 法 ）  

常 勤 ・ 非 常 勤 を 区 分 し て 、 計 画 期 間 に お い て 採 用 し た 障 害 の あ る
職 員 の 採 用 後 ６ か 月 及 び １ 年 の 定 着 率 を 確 認 す る こ と と し ま す 。  

な お 、 本 市 で は 、 市 ⻑ 部 局 に お い て 職 員 の 採 用 を 一 体 的 に 行 っ て
い る た め 、評 価 に あ た っ て も 一 体 的 に 進 捗 管 理 を 行 う こ と と し ま す 。 
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Ⅳ  具 体 的 な 取 組  

 

１  障 害 者 の 活 躍 を 推 進 す る 体 制 整 備  

 
  障 害 者 の 活 躍 を 推 進 し て い く た め に 、 障 害 の あ る 職 員 か ら の 職 業 生 活

に 関 す る 身 近 な 相 談 に 応 じ る こ と が で き る 体 制 を 整 備 す る と と も に 、 共
に 働 く 職 場 の 同 僚 や 上 司 な ど 、 広 く 職 員 の 障 害 に 対 す る 理 解 と 配 慮 を 促
す な ど 、 ⼈ 的 な サ ポ ー ト 体 制 の 充 実 を 図 り ま す 。  

 
（ １ ） 組 織 面  
 

ア  障 害 者 雇 用 推 進 者 の 選 任  
障 害 者 雇 用 推 進 者 と し て 各 機 関 の ⼈ 事 担 当 課 ⻑ を 選 任 し 、 障 害 者

雇 用 推 進 者 を 中 心 と し て 、 障 害 者 の 雇 用 の 推 進 及 び 障 害 の あ る 職 員
の 雇 用 の 安 定 に 取 り 組 み ま す 。  

 
（ 各 機 関 の 障 害 者 雇 用 推 進 者 ）  

       市 ⻑ 部 局  職 員 課 ⻑  
       教 育 委 員 会  教 育 総 務 課 ⻑  
       上 下 水 道 事 業  経 営 企 画 課 ⻑  
 

イ  障 害 者 職 業 生 活 相 談 員 の 選 任  
障 害 者 職 業 生 活 相 談 員 と し て 各 機 関 の ⼈ 事 担 当 係 ⻑ を 選 任 し 、 各

機 関 に お い て 、 障 害 者 職 業 生 活 相 談 員 及 び ⼈ 事 担 当 職 員 が 障 害 の あ
る 職 員 の 職 業 生 活 全 般 に わ た る 相 談 等 に 応 じ ま す 。  

 
（ 各 機 関 の 障 害 者 職 業 生 活 相 談 員 ）  

市 ⻑ 部 局  職 員 課 ⼈ 事 給 与 担 当 係 ⻑  
       教 育 委 員 会  教 育 総 務 課 総 務 担 当 係 ⻑  

上 下 水 道 事 業  経 営 企 画 課 総 務 担 当 係 ⻑  
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（ ２ ） ⼈ 材 面  
 

ア  支 援 担 当 者 の 育 成  
障 害 の あ る 職 員 を 適 切 に 支 援 す る た め 、 各 機 関 の 障 害 者 職 業 生 活

相 談 員 及 び ⼈ 事 担 当 職 員 に は 、 群 馬 労 働 局 が 開 催 す る 障 害 者 職 業 生
活 相 談 員 資 格 認 定 講 習 を 受 講 さ せ る こ と と し ま す 。  

 
イ  障 害 理 解 の 促 進  

各 機 関 に お い て 職 場 に お け る 精 神 障 害 、 発 達 障 害 に 関 す る 正 し い
理 解 の 浸 透 を 図 る た め 、 障 害 者 職 業 生 活 相 談 員 及 び ⼈ 事 担 当 職 員 の
ほ か 、 障 害 の あ る 職 員 が 配 置 さ れ て い る 部 署 の 職 員 を 中 心 に 、 群 馬
労 働 局 が 開 催 す る 「 精 神 ・ 発 達 障 害 者 し ご と サ ポ ー タ ー 養 成 講 座 」
の 受 講 を 推 奨 し ま す 。  

そ の ほ か 、 広 く 職 員 に 対 し 、 障 害 に 関 す る 理 解 促 進 ・ 啓 発 の た め
の 研 修 の 受 講 を 推 奨 し ま す 。  

 

２  障 害 者 の 活 躍 の 基 本 と な る 職 務 の 選 定  

 
  障 害 の あ る 職 員 が 従 事 す る 職 務 に つ い て は 、 組 織 の 成 果 に 貢 献 し 、 本

⼈ に と っ て や り が い を 感 じ る こ と が で き る も の で あ る こ と が 大 切 で す 。 
個 々 の 職 員 に 対 す る 職 務 の 選 定 ・ 割 振 り は 、 障 害 の 特 性 の み な ら ず 、

自 ら の 能 力 や 希 望 な ど 、 一 ⼈ ひ と り の 状 況 を 総 合 的 に 考 慮 し て 行 い ま す 。 
 

ア  職 務 の 選 定  
毎 年 度 、 市 ⻑ 部 局 の 障 害 者 雇 用 推 進 者 が 各 機 関 の 全 所 属 ⻑ か ら ヒ

ア リ ン グ を 行 い 、 障 害 者 の 活 躍 の た め の 職 務 の 選 定 に つ い て 検 討 し
ま す 。  

 
イ  障 害 者 と 職 務 の マ ッ チ ン グ  

新 規 に 採 用 す る 障 害 者 に つ い て は 、 採 用 選 考 時 に ス キ ル の 習 得 状
況 や 適 性 、希 望・意 欲 な ど を 丁 寧 に 把 握 し 、本 ⼈ の 能 力 を 引 き 出 し 、
活 躍 で き る 職 場 へ の 配 置 に 努 め ま す 。  
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ま た 、 適 宜 、 障 害 の あ る 職 員 が 配 置 さ れ て い る 各 機 関 の 全 所 属 ⻑

か ら ヒ ア リ ン グ を 行 い 、 当 該 職 員 の 職 務 に 対 す る 適 性 や 習 熟 状 況 等
を 確 認 し 、 必 要 に 応 じ て 職 務 の 見 直 し 等 の 配 慮 を 行 い ま す 。  

 

３  障 害 者 の 活 躍 を 推 進 す る た め の 環 境 整 備 ・ 人 事 管 理  

 
  障 害 者 の 活 躍 の 場 を 拡 大 し て い く た め に 、 広 く 障 害 者 の 雇 用 の 促 進 に

努 め る と と も に 、 障 害 の あ る 職 員 が 、 自 ら の 希 望 や 障 害 の 特 性 等 に 応 じ
て 、 無 理 な く 安 定 的 に 働 く こ と が で き る よ う 、 就 業 環 境 の 整 備 や キ ャ リ
ア 形 成 等 の ⼈ 事 管 理 に 努 め ま す 。  

 
（ １ ） 職 員 の 採 用  
 

ア  障 害 者 の 雇 用 促 進  
正 規 職 員 の ほ か 事 務 補 助 等 の 軽 易 な 業 務 に 従 事 す る 非 常 勤 職 員  

の 募 集 を 市 ⻑ 部 局 に お い て 一 体 的 に 行 い 、障 害 者 の 採 用 に 努 め ま す 。 
ま た 、 募 集 ・ 採 用 に 当 た っ て は 、 以 下 の 取 扱 い を 行 わ な い こ と と

し ま す 。  
・ 特 定 の 障 害 を 排 除 し 、 又 は 特 定 の 障 害 に 限 定 す る 。  
・ 自 力 で 通 勤 で き る こ と と い っ た 条 件 を 設 定 す る 。  
・ 介 助 者 な し で 業 務 遂 行 が 可 能 と い っ た 条 件 を 設 定 す る 。  
・「 就 労 支 援 機 関 に 所 属・登 録 し て お り 、雇 用 期 間 中 支 援 が 受 け ら

れ る こ と 」 と い っ た 条 件 を 設 定 す る 。  
・ 特 定 の 就 労 支 援 機 関 か ら の み の 受 入 れ を 実 施 す る 。  

 
イ  採 用 選 考 時 の 配 慮  

採 用 の 選 考 に あ た っ て は 、 障 害 者 か ら の 要 望 を 踏 ま え 、 点 字 に よ
る 筆 記 試 験 の 実 施 や 、 面 接 試 験 に お い て 就 労 支 援 機 関 の 職 員 等 の 同
席 を 認 め る な ど の 配 慮 を 行 い ま す 。  
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（ ２ ） 就 業 環 境 の 整 備  
 

ア  就 業 環 境 の 整 備  
各 機 関 に お い て 、 障 害 の あ る 職 員 か ら の 要 望 を 踏 ま え 、 過 重 な 負

担 に な ら な い 範 囲 で 、 障 害 特 性 に 配 慮 し た 就 業 環 境 の 整 備 や 就 労 支
援 機 器 の 導 入 等 を 検 討 し ま す 。  

 
イ  就 業 上 の 配 慮 の 提 供  

新 規 に 採 用 し た 障 害 者 に つ い て は 、 市 ⻑ 部 局 の 障 害 者 雇 用 推 進 者
が 、 適 宜 、 自 己 申 告 書 や 面 談 を 通 じ て 、 必 要 な 就 業 上 の 配 慮 等 を 確
認 し ま す 。そ の 上 で 、そ の 他 の 機 関 の 障 害 者 雇 用 推 進 者 と 連 携 し て 、
継 続 的 に 適 切 な 配 慮 等 の 提 供 に 努 め ま す 。  

ま た 、障 害 の あ る 職 員 本 ⼈ が 希 望 す る 場 合 に は 、「 精 神 障 害 者 等 の
就 労 パ ス ポ ー ト 」 の 活 用 等 に よ り 、 就 労 支 援 機 関 等 と 障 害 特 性 等 に
つ い て の 情 報 を 共 有 し 、 適 切 な 支 援 や 配 慮 の 実 施 に つ な げ て い く こ
と と し ま す 。  

 
ウ  支 援 担 当 者 に よ る 面 談 の 実 施  

適 宜 、 各 機 関 の 障 害 者 職 業 生 活 相 談 員 又 は 保 健 師 よ る 面 談 を 実 施
し 、 体 調 の 把 握 や 雇 用 管 理 上 の 配 慮 の 実 施 状 況 を 確 認 し ま す 。  

 
エ  在 職 中 に 障 害 者 と な っ た 職 員 へ の 配 慮  

在 職 中 に 疾 病 や 事 故 等 に よ り 障 害 者 と な っ た 職 員 に つ い て 、 各 機
関 に お い て 本 ⼈ 等 か ら 支 援 に 必 要 な 情 報 を 収 集 し 、 障 害 の 特 性 に 配
慮 し た 職 務 の 選 定 、 通 院 等 の 治 療 に 対 す る 配 慮 等 を 行 う と と も に 、
定 期 的 に 配 慮 の 実 施 状 況 を フ ォ ロ ー ア ッ プ し ま す 。  
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（ ３ ） 柔 軟 な 働 き 方 の 推 進  
 

ア  年 次 有 給 休 暇 等 の 取 得 促 進  
各 機 関 に お い て 、 治 療 と 仕 事 の 両 立 や 就 業 の 継 続 を 支 援 す る た め 、

時 間 単 位 の 年 休 や 病 気 休 暇 な ど の 各 種 休 暇 の 利 用 を 促 進 し ま す 。  
 

イ  健 康 管 理 へ の 配 慮  
個 々 の 障 害 者 の 状 態 や 体 調 に 合 わ せ て 、 勤 務 時 間 中 の 休 憩 を 柔 軟

に 認 め た り 、 時 間 外 勤 務 を 制 限 し た り す る な ど の 健 康 管 理 へ の 配 慮
を 行 い ま す 。  

 
 
（ ４ ） キ ャ リ ア 形 成 の 支 援  
 

ア  職 務 を 通 じ た 能 力 の 向 上  
正 規 職 員 に つ い て は 、 各 機 関 の 所 属 ⻑ か ら の ヒ ア リ ン グ や 自 己 申

告 書 等 を 通 じ て 、 市 ⻑ 部 局 の 障 害 者 雇 用 推 進 者 が 職 員 本 ⼈ の 適 性 や
希 望 等 を 把 握 し 、 適 切 な ⼈ 事 配 置 を 行 う こ と に よ り 、 能 力 の 向 上 を
図 り ま す 。  

非 常 勤 職 員 に つ い て は 、 採 用 の 段 階 で 中 ⻑ 期 的 な キ ャ リ ア 形 成 に
関 す る 本 ⼈ の 希 望 に 沿 っ た 職 務 の 選 定 に 努 め 、 任 期 終 了 後 の 正 規 任
用 や ⺠ 間 等 で の 就 業 に つ な げ て い け る よ う 配 慮 を 行 い ま す 。  

 
イ  研 修 を 通 じ た 能 力 の 向 上  

障 害 の あ る 職 員 の 就 業 の 継 続 と 職 務 能 力 の 向 上 を 支 援 す る た  
め 、 障 害 の あ る 職 員 が 配 置 さ れ た 所 属 に お い て 、 実 務 研 修 等 の 教 育
訓 練 を 実 施 し ま す 。  

 
ウ  研 修 の 受 講 に あ た っ て の 配 慮  

市 ⻑ 部 局 が 一 体 的 に 実 施 す る 障 害 者 以 外 の 職 員 も 受 講 可 能 な 研  
修 に つ い て は 、 各 機 関 の 障 害 の あ る 職 員 本 ⼈ が 希 望 に 応 じ て 受 講 で
き る よ う 、 受 講 に 必 要 な 合 理 的 配 慮 の 提 供 に 努 め ま す 。  
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４  優 先 調 達 等  

 
  本 市 自 ら の 障 害 者 雇 用 の 推 進 と 併 せ て 、 障 害 者 就 労 施 設 等 か ら の 物 品

の 調 達 等 、 ⺠ 間 部 門 に お け る 障 害 者 の 活 躍 の 場 の 拡 大 に 向 け た 取 組 に も
努 め ま す 。  

 
ア  障 害 者 就 労 施 設 等 へ の 発 注 等  

国 等 に よ る 障 害 者 就 労 施 設 等 か ら の 物 品 等 の 調 達 の 推 進 等 に 関
す る 法 律 に 基 づ き 、毎 年 度 、「 ⾼ 崎 市 に お け る 障 害 者 就 労 施 設 等 か ら
の 物 品 等 の 調 達 方 針 」 を 策 定 し 、 障 害 者 就 労 施 設 等 へ の 発 注 等 を 通
じ て 、 障 害 者 の 活 躍 の 場 の 拡 大 を 推 進 し ま す 。  

ま た 、 ⾼ 崎 市 優 先 調 達 推 進 会 議 を 設 置 し 、 各 機 関 に 調 達 方 針 の 周  
知 及 び 調 達 の 推 進 を 呼 び か け 、 毎 年 度 、 調 達 実 績 額 を 増 加 さ せ る こ
と を 目 標 に 、 調 達 内 容 や 調 達 先 施 設 の 拡 大 を 図 り ま す 。  

 
イ  障 害 者 雇 用 企 業 に 対 す る 支 援  

建 設 工 事 に お け る 入 札 参 加 資 格 の 等 級 格 付 け の 際 の 審 査 に あ た
り 、 障 害 者 の 雇 用 状 況 を 加 味 す る こ と に よ り 、 引 き 続 き ⺠ 間 事 業 主
に お け る 障 害 者 の 活 躍 を 推 進 す る こ と と し ま す 。  
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Ⅴ  他 の 機 関 の 取 組  

 

  市 ⻑ 部 局 か ら の 出 向 職 員 で 組 織 さ れ 、 か つ 、 在 籍 す る 職 員 が 少 数 で あ
り 障 害 者 雇 用 率 制 度 に 基 づ く 障 害 者 雇 用 の 義 務 を 有 し な い 、 市 議 会 事 務
局 、 選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局 、 農 業 委 員 会 事 務 局 及 び 監 査 委 員 事 務 局 の 各
機 関 に つ い て は 、 独 自 に 職 員 の 採 用 は 行 っ て い ま せ ん が 、 障 害 の あ る 職
員 が 配 置 さ れ る こ と を 考 慮 し て 目 標 を 次 の よ う に 定 め ま す 。  

 
 

（ 目 標 ）  
在 籍 す る 職 員 の 障 害 者 雇 用 の 推 進 に 関 す る 理 解 を 促 進 す る 。  

 
 

ま た 、 市 ⻑ 部 局 の 障 害 者 雇 用 推 進 者 を こ れ ら の 機 関 の 障 害 者 雇 用 推 進
者 に 位 置 づ け 、上 記 の 目 標 を 達 成 す る た め 、「 Ⅳ  具 体 的 な 取 組 」に 掲 げ
る 取 組 を 進 め て い く こ と と し ま す 。  

  さ ら に 、 障 害 者 職 業 生 活 相 談 員 の 選 任 義 務 が 生 じ た 場 合 に は 、 市 ⻑ 部
局 の 障 害 者 職 業 生 活 相 談 員 を こ れ ら の 機 関 の 障 害 者 職 業 生 活 相 談 員 に
位 置 づ け 、 障 害 の あ る 職 員 の 職 業 生 活 全 般 に わ た る 相 談 等 に 応 じ る こ と
と し ま す 。  

 


